
事業者の責務

産業廃棄物なんてほとんど
ないし，事業ごみと一緒に出
したらダメなのかな～。

廃棄物処理法で,事業者が責任を
持って廃棄物を適正に処理すること
が定められているの。

違うわよ。例えば，委託業者が不
法投棄をしたら，排出した事業者
の責任も問われるのよ。

廃棄物を引き渡し
たら終わりじゃない
んですか？

ただし君の質問
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廃棄物処理の流れ
　事業所から排出された廃棄物は，「排出」，「収集・運搬」，「処分」の順で処理が行われ，それぞれの過
程で責任が生じます。

事業者の責務
　事業者は,全ての廃棄物について，廃棄物処理法に基づき適正に処理する必要があります。

　廃棄物の再生利用を積極的に推進し，その減
量に努めなければなりません。

何を考えているのっ!
事業者には処理責任
があるのよっ!

廃棄物の再生利用と減量を2自ら処理するか，処理委託を
　事業活動に伴って生じた廃棄物を自ら処理
するか，許可を受けた処理業者に委託して処理
（収集・運搬，処分）しなければなりません。

　物の製造,加工,販売等に当たっては,廃棄物
処理やリサイクルがしやすい製品，容器等の開
発を行うとともに,廃棄物となった場合の処理
方法について情報提供を行わなければなりま
せん。
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製造,販売等の際には工夫を3 国や自治体の施策に協力を4

事業者は，廃棄物を責任を持って正しく処理しましょう。
（事業者の責務）
第3条　事業者は，その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
２　事業者は，その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに，物の製
造，加工，販売等に際して，その製品，容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら
評価し，適正な処理が困難にならないような製品，容器等の開発を行うこと，その製品，容器等に係る廃棄物の適正
な処理の方法についての情報を提供すること等により，その製品，容器等が廃棄物となつた場合においてその適正
な処理が困難になることのないようにしなければならない。

３　事業者は，前2項に定めるもののほか，廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体
の施策に協力しなければならない。

事業者って，会社や工場
のことですよね?
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他にもいろいろあって，
家庭以外のほとんどの
ものが該当するのよ。

そ の 2

　廃棄物の減量や適正な処理の確保等に関し
て，国や自治体が行う施策に協力しなければな
りません。
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ステップ❶ みるみる分かる! 廃棄物

わ～,すみません。
詳しく教えてください。
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